
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償

及
び
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程

二
〇
四

○
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
に
係
る
介
護
補
償
の

金
額
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

二
〇
五

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件
二
件

二
〇
五

○
農
業
共
済
組
合
の
組
合
員
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
の
う
ち
当
該
加
入
資
格
者

と
な
る
農
作
物
ご
と
の
耕
作
面
積
に
つ
い
て
そ
の
業
務
の
規
模
の
基
準
を
定
め

る
件
を
廃
止
す
る
件

二
〇
六

○
土
地
改
良
法
に
よ
り
換
地
処
分
を
し
た
件

二
〇
六

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
九
件

二
〇
六

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
六
件

二
〇
九

○
車
両
制
限
令
の
規
定
に
よ
り
道
路
を
指
定
し
、
及
び
通
行
方
法
を
定
め
る
件

二
一
〇

○
公
有
水
面
埋
立
て
に
つ
い
て
竣
功
を
認
可
し
た
件
二
件

二
一
一

し
ゆ
ん

公

告

○
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
件
三
件

二
一
二

○
都
市
公
園
を
設
置
す
る
件
三
件

二
一
二

福
島
県
公
安
委
員
会

○
道
路
交
通
法
に
よ
り
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
を
し
た
件

二
一
四

告

示

福
島
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
の
補

償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休

業
補
償
の
補
償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
の
補

償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
（
平
成
二
年
福
島
県
告
示
第
千
三
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
二
十
歳
未
満
の
項
中
「
四
、
七
五
一
円
」
を
「
四
、
七
四
八
円
」
に
、
「
一
三
、
二
八
七

円
」
を
「
一
三
、
二
八
四
円
」
に
改
め
、
同
表
二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
五
、
三
三
三
円
」

を
「
五
、
三
七
七
円
」
に
、
「
一
三
、
二
八
七
円
」
を
「
一
三
、
二
八
四
円
」
に
改
め
、
同
表
二
十
五

歳
以
上
三
十
歳
未
満
の
項
中
「
五
、
八
九
四
円
」
を
「
五
、
九
六
七
円
」
に
、
「
一
三
、
九
五
八
円
」

を
「
一
四
、
二
五
五
円
」
に
改
め
、
同
表
三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
二
三
三
円
」
を

「
六
、
三
〇
四
円
」
に
、
「
一
六
、
四
五
六
円
」
を
「
一
七
、
三
五
三
円
」
に
改
め
、
同
表
三
十
五
歳
以

上
四
十
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
六
五
四
円
」
を
「
六
、
六
七
三
円
」
に
、
「
一
九
、
一
五
七
円
」
を
「
一

九
、
二
八
六
円
」
に
改
め
、
同
表
四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
八
九
三
円
」
を
「
六
、

九
二
六
円
」
に
、
「
二
一
、
二
七
九
円
」
を
「
二
一
、
三
九
三
円
」
に
改
め
、
同
表
四
十
五
歳
以
上
五

十
歳
未
満
の
項
中
「
七
、
〇
三
一
円
」
を
「
七
、
〇
二
〇
円
」
に
、
「
二
四
、
二
六
九
円
」
を
「
二
三
、

九
〇
五
円
」
に
改
め
、
同
表
五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
七
九
二
円
」
を
「
六
、
八
一

二
円
」
に
、
「
二
五
、
六
三
〇
円
」
を
「
二
五
、
二
五
七
円
」
に
改
め
、
同
表
五
十
五
歳
以
上
六
十
歳

未
満
の
項
中
「
六
、
一
九
一
円
」
を
「
六
、
三
一
三
円
」
に
、
「
二
四
、
九
七
六
円
」
を
「
二
四
、
八

五
九
円
」
に
改
め
、
同
表
六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
五
、
〇
〇
九
円
」
を
「
五
、
一
四
二

円
」
に
、
「
二
〇
、
二
九
七
円
」
を
「
一
九
、
七
二
六
円
」
に
改
め
、
同
表
六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未

満
の
項
中
「
三
、
九
二
〇
円
」
を
「
三
、
九
三
〇
円
」
に
、
「
一
五
、
五
五
八
円
」
を
「
一
五
、
二
九

一
円
」
に
改
め
、
同
表
七
十
歳
以
上
の
項
中
「
三
、
九
二
〇
円
」
を
「
三
、
九
三
〇
円
」
に
、
「
一

三
、
二
八
七
円
」
を
「
一
三
、
二
八
四
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
（
本
則
の
表
二
十
歳
未
満
の
項
中
「
四
、
七
五
一
円
」
を
「
四
、
七
四
八
円
」
に
、
「
一

三
、
二
八
七
円
」
を
「
一
三
、
二
八
四
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満
の

項
中
「
一
三
、
二
八
七
円
」
を
「
一
三
、
二
八
四
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
四
十
五
歳
以
上
五
十

歳
未
満
の
項
中
「
七
、
〇
三
一
円
」
を
「
七
、
〇
二
〇
円
」
に
、
「
二
四
、
二
六
九
円
」
を
「
二
三
、

九
〇
五
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
二
五
、
六
三
〇
円
」
を

「
二
五
、
二
五
七
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
項
中
「
二
四
、
九
七

六
円
」
を
「
二
四
、
八
五
九
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
二

〇
、
二
九
七
円
」
を
「
一
九
、
七
二
六
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満
の

項
中
「
一
五
、
五
五
八
円
」
を
「
一
五
、
二
九
一
円
」
に
改
め
る
部
分
及
び
同
表
七
十
歳
以
上
の
項

中
「
一
三
、
二
八
七
円
」
を
「
一
三
、
二
八
四
円
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
後
の

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
の
補

償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
───────────────────────────────────────────────────────────
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平
成
三
十
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
同
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が

生
じ
た
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び

同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

３

改
正
後
の
規
程
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
前
の
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非

常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め

る
規
程
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
補
償
は
、
改
正
後
の
規
程
の
規
定
に
よ
る
補
償
の
内
払
と

み
な
す
。

４

こ
の
規
程
（
本
則
の
表
二
十
歳
未
満
の
項
中
「
四
、
七
五
一
円
」
を
「
四
、
七
四
八
円
」
に
、
「
一

三
、
二
八
七
円
」
を
「
一
三
、
二
八
四
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満
の

項
中
「
一
三
、
二
八
七
円
」
を
「
一
三
、
二
八
四
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
四
十
五
歳
以
上
五
十

歳
未
満
の
項
中
「
七
、
〇
三
一
円
」
を
「
七
、
〇
二
〇
円
」
に
、
「
二
四
、
二
六
九
円
」
を
「
二
三
、

九
〇
五
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
二
五
、
六
三
〇
円
」
を

「
二
五
、
二
五
七
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
項
中
「
二
四
、
九
七

六
円
」
を
「
二
四
、
八
五
九
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
二

〇
、
二
九
七
円
」
を
「
一
九
、
七
二
六
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満
の

項
中
「
一
五
、
五
五
八
円
」
を
「
一
五
、
二
九
一
円
」
に
改
め
る
部
分
及
び
同
表
七
十
歳
以
上
の
項

中
「
一
三
、
二
八
七
円
」
を
「
一
三
、
二
八
四
円
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
後
の

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
の
補

償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
以
後
の
期
間
に
係

る
年
金
た
る
補
償
及
び
同
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
に
つ
い

て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休

業
補
償
の
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室
）

福
島
県
告
示
第
二
百
六
十
七
号

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
に
係
る
介
護
補
償
の
金
額
を
定
め
る
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
に
係
る
介
護
補
償
の
金
額
を

定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
に
係
る
介
護
補
償
の
金
額
を
定
め
る
規
程

（
平
成
八
年
福
島
県
告
示
第
五
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
常
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
中
「
一
〇
五
、
一
三
〇
円
」
を
「
一
〇
五
、
二
九
〇
円
」

に
、
「
五
七
、
一
一
〇
円
」
を
「
五
七
、
一
九
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項

中
「
五
二
、
五
七
〇
円
」
を
「
五
二
、
六
五
〇
円
」
に
、
「
二
八
、
五
六
〇
円
」
を
「
二
八
、
六
〇
〇

円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
に
係
る
介
護
補
償
の
金
額
を

定
め
る
規
程
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
介
護
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
の
期
間
に
係
る
介
護
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室
）

福
島
県
告
示
第
二
百
六
十
八
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
三
十

一
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
四
月
二
十
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ

く
り
課
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
情

報
政
策
課
市
民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

新
福
島
駅
ビ
ル

福
島
県
福
島
市
栄
町
一
番
一
号

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
福
島
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

三

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
六
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
三
十

一
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
四
月
二
十
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ

く
り
課
、
福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
喜
多
方
市
産
業
部

商
工
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
塩
川

福
島
県
喜
多
方
市
塩
川
町
小
府
根
字
曽
谷
田
字
二
七
番
一
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
喜
多
方
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

三

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
───────────────────────────────────────────────────────────
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福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
号

農
業
共
済
組
合
の
組
合
員
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
の
う
ち
当
該
加
入
資
格
者
と
な
る
農
作
物
ご
と

の
耕
作
面
積
に
つ
い
て
の
そ
の
業
務
の
規
模
の
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
十
二
年
福
島
県
告
示
第
三
百

一
号
）
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
業
経
済
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日
大
久
地
区
の
県
営
区
画
整
理
事
業
に
係
る
換
地
処
分
を
し
た
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
地
管
理
課)

福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

二
本
松
市
永
田
一
丁
目
四

変
更
前

Ａ

一
〇
・
六
〜

九
二
三
・
二

四
五
九
号

一
三
番
地
先
か
ら

二
五
・
九

同

市
三
保
内
一
二
二

番
地
先
ま
で

変
更
後

Ａ

一
〇
・
六
〜

九
二
三
・
二

二
五
・
九

Ｂ

一
一
・
八
〜

八
八
〇
・
〇

五
二
・
三

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
土
湯

福
島
市
松
川
町
水
原
字
山

変
更
前

Ａ

七
・
〇
〜

四
四
三
・
〇

温
泉
線

毛
欅
坂
一
番
一
地
先
か
ら

二
二
・
五

同

市
松
川
町
水
原
字
唐

滝
八
六
番
三
地
先
ま
で

福
島
市
松
川
町
水
原
字
唐

Ｂ

六
・
二
〜

八
四
四
・
〇

滝
八
六
番
三
地
先
か
ら

一
四
・
〇

同

市
松
川
町
水
原
字
足

坂
三
八
番
三
地
先
ま
で

福
島
市
松
川
町
水
原
字
唐

Ｃ

一
一
・
〇
〜

六
九
五
・
〇

滝
七
六
番
地
先
か
ら

四
三
・
四

同

市
松
川
町
水
原
字
足

坂
三
八
番
三
地
先
ま
で

福
島
市
松
川
町
水
原
字
唐

Ｄ

九
・
六
〜

一
六
八
・
〇

滝
八
六
番
三
地
先
か
ら

二
五
・
〇

同

市
松
川
町
水
原
字
唐

滝
七
六
番
地
先
ま
で

福
島
市
松
川
町
水
原
字
山

Ｅ

八
・
五
〜

五
二
七
・
〇

毛
欅
坂
一
番
一
地
先
か
ら

七
二
・
〇

同

市
松
川
町
水
原
字
唐

滝
七
六
番
地
先
ま
で

福
島
市
松
川
町
水
原
字
山

変
更
後

Ａ

七
・
〇
〜

四
四
三
・
〇

毛
欅
坂
一
番
一
地
先
か
ら

二
二
・
五

同

市
松
川
町
水
原
字
唐

滝
八
六
番
三
地
先
ま
で

福
島
市
松
川
町
水
原
字
唐

Ｂ

六
・
二
〜

八
四
四
・
〇

滝
八
六
番
三
地
先
か
ら

一
四
・
〇

同

市
松
川
町
水
原
字
足
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坂
三
八
番
三
地
先
ま
で

福
島
市
松
川
町
水
原
字
唐

Ｃ

一
一
・
〇
〜

六
九
五
・
〇

滝
七
六
番
地
先
か
ら

四
三
・
四

同

市
松
川
町
水
原
字
足

坂
三
八
番
三
地
先
ま
で

福
島
市
松
川
町
水
原
字
山

Ｅ

八
・
五
〜

五
二
七
・
〇

毛
欅
坂
一
番
一
地
先
か
ら

七
二
・
〇

同

市
松
川
町
水
原
字
唐

滝
七
六
番
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
上
名

福
島
市
大
笹
生
字
座
頭
石

変
更
前

Ａ

八
・
一
〜

二
、
二
八
八
・
九

倉
飯
坂
伊

三
八
番
一
地
先
か
ら

三
一
・
〇

達
線

同

市
飯
坂
町
平
野
字
檀

ノ
南
四
三
番
四
地
先
ま
で

変
更
後

Ａ

八
・
一
〜

二
、
二
八
八
・
九

三
一
・
〇

Ｂ

二
七
・
〇
〜

二
、
〇
一
九
・
五

七
四
・
八

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
二
本

本
宮
市
糠
沢
字
東
禅
寺
一

変
更
前

Ａ

四
・
九
〜

二
、
〇
六
一
・
六

松
金
屋
線

三
五
番
一
地
先
か
ら

三
三
・
二

郡
山
市
西
田
町
鬼
生
田
字

Ｂ

九
・
〇
〜

二
、
一
九
〇
・
九

日
向
三
五
八
番
一
地
先
ま

一
一
四
・
二

で

変
更
後

Ａ

四
・
九
〜

二
、
〇
六
一
・
六

三
三
・
二

Ｂ

九
・
〇
〜

二
、
一
九
〇
・
九

六
〇
・
一

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
棚
倉

白
河
市
東
釜
子
字
殿
田
表

変
更
前

Ａ

一
一
・
五
〜

一
八
三
・
〇

矢
吹
線

八
七
番
一
地
先
か
ら

四
九
・
五

同

市
東
釜
子
字
殿
田
表

四
四
番
一
地
先
ま
で

白
河
市
東
釜
子
字
殿
田
表

Ｂ

七
・
〇
〜

一
四
〇
・
〇

五
八
番
地
先
か
ら

一
〇
・
〇

同

市
東
釜
子
字
殿
田
表

四
六
番
六
地
先
ま
で
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白
河
市
東
釜
子
字
殿
田
表

変
更
後

Ａ

一
一
・
五
〜

一
八
三
・
〇

八
七
番
一
地
先
か
ら

一
八
・
七

同

市
東
釜
子
字
殿
田
表

四
四
番
一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
原
町

南
相
馬
市
原
町
区
大
原
字

変
更
前

Ａ

八
・
五
〜

三
、
七
一
三
・
五

川
俣
線

和
田
城
国
有
林
二
〇
一
二

一
三
五
・
二

林
班
わ
小
班
地
先
か
ら

Ｂ

一
三
・
九
〜

二
、
八
〇
〇
・
〇

相
馬
郡
飯
舘
村
八
木
沢
字

八
五
・
一

町
外
四
国
有
林
二
三
六
二

林
班
り
小
班
地
先
ま
で

変
更
後

Ａ

一
五
・
〇
〜

二
八
六
・
八

三
三
・
〇

Ｂ

一
三
・
九
〜

二
、
八
〇
〇
・
〇

四
七
・
六

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
相
馬

相
馬
郡
新
地
町
大
戸
浜
字

変
更
前

Ａ

四
・
九
〜

三
、
六
六
五
・
九

亘
理
線

前
田
西
八
番
地
先
か
ら

五
一
・
五

同

郡
同

町
大
字
埓
木

Ｂ

九
・
二
〜

三
、
六
〇
〇
・
〇

崎
字
磯
山
一
九
九
番
地
先

一
四
四
・
五

ま
で

相
馬
郡
新
地
町
大
戸
浜
字

変
更
後

Ａ

四
・
九
〜

三
、
六
六
五
・
九

前
田
西
八
番
地
先
か
ら

五
一
・
五

同

郡
同

町
大
字
埓
木

Ｂ

九
・
二
〜

三
、
六
〇
〇
・
〇

崎
字
磯
山
一
三
〇
番
地
先

五
四
・
九

ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
浪
江

南
相
馬
市
原
町
区
小
川
町

変
更
前

Ａ

一
二
・
五
〜

一
、
二
四
二
・
〇

鹿
島
線

四
一
九
番
地
先
か
ら

四
三
・
二

同

市
原
町
区
上
北
高

平
字
植
松
一
九
九
番
三
地

先
ま
で

南
相
馬
市
原
町
区
上
北
高

Ｂ

一
四
・
〇
〜

一
四
二
・
〇

平
字
植
松
下
四
三
番
地
先

三
四
・
〇

か
ら

同

市
原
町
区
上
北
高
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平
字
植
松
二
五
三
番
地
先

ま
で

南
相
馬
市
原
町
区
小
川
町

変
更
後

Ａ
一

一
二
・
五

八
〇
五
・
〇

四
一
九
番
地
先
か
ら

〜
二
九
・
〇

同

市
原
町
区
上
北
高

平
字
植
松
下
四
三
番
地
先

ま
で

南
相
馬
市
原
町
区
上
北
高

Ａ
二

一
二
・
〇

三
三
三
・
〇

平
字
植
松
二
五
三
番
地
先

〜
三
〇
・
〇

か
ら

同

市
原
町
区
上
北
高

平
字
植
松
一
九
九
番
三
地

先
ま
で

南
相
馬
市
原
町
区
上
北
高

Ｂ

八
・
〇
〜

一
四
二
・
〇

平
字
植
松
下
四
三
番
地
先

二
〇
・
五

か
ら

同

市
原
町
区
上
北
高

平
字
植
松
二
五
三
番
地
先

ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
新
地

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋

変
更
前

一
二
・
〇
〜

七
二
〇
・
二

停
車
場
釣

字
八
幡
前
四
三
番
二
地
先

八
八
・
〇

師
線

か
ら

同

郡
同

町
谷
地
小
屋

字
釣
師
八
番
一
地
先
ま
で

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋

変
更
後

一
二
・
〇
〜

二
九
七
・
〇

字
八
幡
前
四
三
番
二
地
先

八
八
・
〇

か
ら

同

郡
同

町
小
川
字
浜

田
四
番
一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建

設
事
務
所
で
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
二
本
松
金
屋
線

本
宮
市
糠
沢
字
東
禅
寺
一
三
五
番
一
地

平
成
三
一
年
三
月
二
九
日

先
か
ら

同

市
糠
沢
字
八
幡
二
八
番
一
地
先
ま

で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建

設
事
務
所
で
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
棚
倉
矢
吹
線

白
河
市
東
釜
子
字
殿
田
表
五
八
番
地
先

平
成
三
一
年
三
月
二
九
日

か
ら

同

市
東
釜
子
字
殿
田
表
四
六
番
六
地

先
ま
で
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（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建

設
事
務
所
で
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
相
馬
亘
理
線

相
馬
郡
新
地
町
大
戸
浜
字
前
田
西
八
番

平
成
三
一
年
三
月
二
九
日

地
先
か
ら

同

郡
同

町
小
川
字
浜
田
四
番
一
地

先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建

設
事
務
所
で
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
浪
江
鹿
島
線

南
相
馬
市
原
町
区
上
高
平
字
一
ノ
坪
二

平
成
三
一
年
三
月
二
九
日

五
八
番
地
先
か
ら

同

市
原
町
区
上
北
高
平
字
植
松
一

九
九
番
三
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建

設
事
務
所
で
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
土
湯
温
泉
線

福
島
市
松
川
町
水
原
字
山
毛
欅
坂
一
番

平
成
三
一
年
三
月
二
九
日

一
地
先
か
ら

同

市
松
川
町
水
原
字
唐
滝
七
六
番
地

先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建

設
事
務
所
で
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

一
般
国
道
二
八
九
号

東
白
川
郡
鮫
川
村
大
字
青
生
野
字
姿
平

平
成
三
一
年
三
月
三
一
日

四
二
番
地
先
か
ら

同

郡
同

村
大
字
青
生
野
字
世
々

麦
二
〇
番
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
七
号

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
道

路
の
構
造
の
保
全
及
び
交
通
の
危
険
の
防
止
上
支
障
が
な
い
と
認
め
て
指
定
す
る
道
路
並
び
に
同
令
第

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
当
該
道
路
を
通
行
す
る
高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
・
一

メ
ー
ト
ル
以
下
の
車
両
の
通
行
方
法
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
す
る
道
路
の
路
線
及
び
区
間

路

線

名

区

間
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一
般
国
道
二
八
八
号

田
村
郡
三
春
町
大
字
熊
耳
字
大
原
田
三
番
七
地
先
か
ら

同

郡
同

町
芹
ヶ
沢
小
滝
九
六
番
一
地
先
ま
で

田
村
郡
三
春
町
字
大
町
一
九
番
七
地
先
か
ら

同

郡
同

町
字
大
町
七
九
番
六
地
先
ま
で

一
般
国
道
三
四
九
号

い
わ
き
市
三
和
町
上
三
坂
字
古
事
又
二
番
六
地
先
か
ら

同

市
三
和
町
中
三
坂
字
戸
沢
二
一
五
番
三
七
地
先
ま
で

い
わ
き
市
三
和
町
中
三
坂
字
戸
沢
二
一
五
番
三
七
地
先
か
ら

田
村
市
船
引
町
門
沢
字
新
舘
一
〇
一
番
三
地
先
ま
で

県
道
日
立
い
わ
き
線

い
わ
き
市
植
田
町
根
小
屋
一
〇
番
三
地
先
か
ら

同

市
東
田
町
二
丁
目
四
番
二
〇
地
先
ま
で

県
道
白
河
石
川
線

白
河
市
双
石
麦
ノ
内
一
七
番
地
先
か
ら

同

市
板
橋
大
塚
七
番
一
地
先
ま
で

県
道
本
宮
三
春
線

田
村
郡
三
春
町
平
沢
字
担
橋
四
二
〇
番
地
先
か
ら

同

郡
同

町
字
大
町
七
九
番
六
地
先
ま
で

県
道
飯
野
三
春
石
川
線

田
村
郡
三
春
町
字
樋
ノ
口
一
五
二
番
二
地
先
か
ら

同

郡
同

町
平
沢
字
担
橋
四
二
〇
番
地
先
ま
で

田
村
郡
三
春
町
字
大
町
一
九
番
七
地
先
か
ら

同

郡
同

町
字
山
中
一
九
番
七
地
先
ま
で

県
道
郡
山
大
越
線

田
村
市
船
引
町
堀
越
字
夏
崎
十
二
番
一
地
先
か
ら

同

市
船
引
町
芦
沢
字
梅
ヶ
咲
一
七
三
番
三
地
先
ま
で

県
道
門
沢
三
春
線

田
村
市
船
引
町
門
沢
字
新
舘
一
〇
一
番
三
地
先
か
ら

同

市
船
引
町
堀
越
字
夏
崎
十
二
番
一
地
先
ま
で

田
村
市
船
引
町
芦
沢
字
梅
ヶ
咲
一
七
三
番
三
地
先
か
ら

田
村
郡
三
春
町
大
字
熊
耳
字
大
原
田
三
番
七
地
先
ま
で

田
村
郡
三
春
町
芹
ヶ
沢
小
滝
九
六
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
字
山
中
一
九
番
七
地
先
ま
で

県
道
大
橋
五
百
川
停
車

安
達
郡
大
玉
村
玉
井
字
矢
ノ
花
二
五
一
番
一
地
先
か
ら

場
線

本
宮
市
荒
井
字
久
保
田
一
三
二
番
三
三
地
先
ま
で

二

指
定
す
る
期
日

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

三

通
行
方
法

高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
・
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
車
両
が
一
の
表
上
欄
に
掲
げ
る
路
線

名
の
道
路
の
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
区
間
を
通
行
す
る
場
合
は
、
次
の
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

１

走
行
位
置
の
指
定

ト
ン
ネ
ル
等
の
上
空
障
害
箇
所
で
は
、
車
両
又
は
車
両
に
積
載
す
る
貨
物
が
建
築
限
界
を
侵
す

恐
れ
が
あ
る
の
で
、
車
線
か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
走
行
す
る
と
と
も
に
、
道
路
に
隣
接
す
る
施

設
等
に
出
入
り
す
る
た
め
や
む
を
得
ず
車
線
か
ら
は
み
出
す
場
合
は
、
標
識
や
樹
木
等
の
上
空
障

害
物
に
接
触
し
な
い
よ
う
十
分
に
注
意
す
る
こ
と
。

２

後
方
警
戒
措
置

後
方
車
両
に
対
し
十
分
な
車
間
距
離
を
取
ら
せ
、
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
横
〇
・
二

三
メ
ー
ト
ル
以
上
、
縦
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル
以
上
（
又
は
横
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル
以
上
、
縦
〇
・

二
三
メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
地
が
黒
色
の
板
等
に
黄
色
の
反
射
塗
装
そ
の
他
反
射
性
を
有
す
る
材
料

で
「
背
高
」
と
表
示
し
た
標
識
を
、
車
両
の
後
方
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
げ
る
こ
と
。

３

道
路
情
報
の
収
集

道
路
の
状
況
は
、
工
事
の
実
施
等
に
よ
り
変
化
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
道
路
情

報
を
収
集
し
、
上
空
障
害
箇
所
の
な
い
こ
と
を
確
認
の
上
走
行
す
る
こ
と
。

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
有
水

面
埋
立
て
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
竣
功
を
認
可
し
た
。

し
ゅ
ん

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

（
小
名
浜
港
港
湾
管
理
者

代
表
者
）

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

竣
功
認
可
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏

し
ゅ
ん

名
名
称

福
島
県

事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号

代
表
者
の
氏
名

福
島
県
知
事

内
堀

雅
雄

二

竣
功
認
可
の
年
月
日

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

し
ゅ
ん

三

埋
立
区
域
の
位
置
、
区
域
及
び
面
積

別
添
図
面
の
と
お
り
（
第
二
工
区
）

四

免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

平
成
十
年
一
月
二
十
二
日
福
島
県
指
令
港
第
百
二
十
五
号

五

公
有
水
面
埋
立
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
市
町
村

い
わ
き
市

（
「
別
添
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
港
湾
課
、
福
島
県
小

名
浜
港
湾
建
設
事
務
所
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興
部
工
業
・
港
湾
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
港

湾

課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号
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公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
有
水

面
埋
立
て
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
竣
功
を
認
可
し
た
。

し
ゅ
ん

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

（
小
名
浜
港
港
湾
管
理
者

代
表
者
）

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

竣
功
認
可
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏

し
ゅ
ん

名
名
称

福
島
県

事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号

代
表
者
の
氏
名

福
島
県
知
事

内
堀

雅
雄

二

竣
功
認
可
の
年
月
日

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

し
ゅ
ん

三

埋
立
区
域
の
位
置
、
区
域
及
び
面
積

別
添
図
面
の
と
お
り
（
第
三
工
区
）

四

免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

平
成
十
年
一
月
二
十
二
日
福
島
県
指
令
港
第
百
二
十
五
号

五

公
有
水
面
埋
立
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
市
町
村

い
わ
き
市

（
「
別
添
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
港
湾
課
、
福
島
県
小

名
浜
港
湾
建
設
事
務
所
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興
部
工
業
・
港
湾
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
港

湾

課
）

公

告

公
告
第
五
十
二
号

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
田
付
川
に
係

る
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
指
定
の
区
域
、
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
し

た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
浸
水
の
継
続
時
間
並
び
に
水
防
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省
令
第
四
十

四
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
計
画
降
雨
に
よ
り
当
該
河
川
が
氾
濫
し
た
場
合
に
浸
水
が
想
定
さ

れ
る
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め
た
。

こ
の
指
定
に
係
る
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
河
川
整
備
課
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設

事
務
所
企
画
管
理
部
管
理
課
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
件
（
平
成
二
十
年
福
島
県
公
告
第
百
四
十
二
号
）
（
阿
賀
野
川

水
系
田
付
川
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
廃
止
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
河
川
整
備
課
）

公
告
第
五
十
三
号

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
伊
南
川
に
係

る
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
指
定
の
区
域
、
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
し

た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
浸
水
の
継
続
時
間
並
び
に
水
防
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省
令
第
四
十

四
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
計
画
降
雨
に
よ
り
当
該
河
川
が
氾
濫
し
た
場
合
に
浸
水
が
想
定
さ

れ
る
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め
た
。

こ
の
指
定
に
係
る
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
河
川
整
備
課
及
び
福
島
県
南
会
津
建
設

事
務
所
企
画
管
理
部
管
理
課
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
件
（
平
成
十
九
年
福
島
県
公
告
第
六
百
三
十
九
号
）
（
阿
賀
野

川
水
系
伊
南
川
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
廃
止
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
河
川
整
備
課
）

公
告
第
五
十
四
号

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宇
多
川
に
係

る
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
指
定
の
区
域
、
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
し

た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
浸
水
の
継
続
時
間
並
び
に
水
防
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省
令
第
四
十

四
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
計
画
降
雨
に
よ
り
当
該
河
川
が
氾
濫
し
た
場
合
に
浸
水
が
想
定
さ

れ
る
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め
た
。

こ
の
指
定
に
係
る
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
河
川
整
備
課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事

務
所
企
画
管
理
部
管
理
課
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
件
（
平
成
二
十
二
年
福
島
県
公
告
第
二
百
八
十
三
号
）
は
、
廃

止
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
河
川
整
備
課
）

公
告
第
五
十
五
号

都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
都

市
公
園
を
設
置
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

名
称

埓
浜
防
災
緑
地

二

位
置

相
馬
郡
新
地
町
大
字
埓
木
崎
字
埓
浜
、
字
西
田
、
字
磯
山
並
び
に
谷
地
小
屋
字
中
浜
田
及
び
字
北

畑
地
内

三

区
域

別
添
図
面
の
と
お
り

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

（
「
別
添
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
及
び
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福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
）

公
告
第
五
十
六
号

都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
都

市
公
園
を
設
置
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

名
称

四
倉
防
災
緑
地

二

位
置

い
わ
き
市
四
倉
町
字
東
一
丁
目
、
字
東
二
丁
目
、
字
東
三
丁
目
及
び
上
仁
井
田
字
東
山
地
内
並
び

に
四
倉
町
字
東
二
丁
目
、
字
東
三
丁
目
、
字
東
四
丁
目
及
び
上
仁
井
田
字
東
山
地
先

三

区
域

別
添
図
面
の
と
お
り

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

（
「
別
添
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
及
び

福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
）

公
告
第
五
十
七
号

都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
都

市
公
園
を
設
置
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

名
称

岩
間
防
災
緑
地

二

位
置

い
わ
き
市
岩
間
町
字
岩
下
及
び
字
川
田
地
内
並
び
に
字
岩
下
及
び
字
川
田
地
先

三

区
域

別
添
図
面
の
と
お
り

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

（
「
別
添
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
及
び

福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
）

福
島
県
公
安
委
員
会
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福 島 県 公 安 委 員 会 告 示 第 １ ６ 号
道 路 交 通 法 （ 昭 和 35年 法 律 第 105号 ） 第 108条 の 32の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 運 転 免 許

取 得 者 教 育 の 認 定 を し た 。
平 成 31年 ３ 月 29日

福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 渋 佐 克 之
１ 運 転 免 許 取 得 者 教 育 の 認 定 を し た 者 の 名 称 及 び 住 所 並 び に 代 表 者 の 氏 名 並 び に 運 転
免 許 取 得 者 教 育 の 業 務 を 行 う 施 設 の 名 称 及 び 所 在 地
名 称 株 式 会 社 県 南 自 動 車 学 校
住 所 福 島 県 白 河 市 東 釜 子 字 古 峯 内 98番 地
代 表 者 の 氏 名 穂 積 功
施 設 の 名 称 県 南 自 動 車 学 校
施 設 の 所 在 地 福 島 県 白 河 市 東 釜 子 字 古 峯 内 98番 地

２ 認 定 を し た 運 転 免 許 取 得 者 教 育 の 課 程 の 区 分 及 び 名 称
⑴ 運 転 免 許 取 得 者 教 育 の 認 定 に 関 す る 規 則 （ 平 成 12年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 ４ 号 。
以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 第 １ 条 第 ３ 号 及 び 第 ６ 号 に 掲 げ る 課 程 高 齢 者 講 習 と 同 等
の 課 程

⑵ 規 則 第 １ 条 第 ６ 号 に 掲 げ る 課 程 更 新 時 講 習 と 同 等 の 課 程
３ 認 定 年 月 日

平 成 31年 ３ 月 20日
（ 運 転 免 許 課 ）

───────────────────────────────────────────────────────────
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